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た
。
目
玉
は
、
「
管
理
士
を
探
す

（
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
検
索
シ
ス
テ
ム
）
」

の
強
化
で
あ
る
。
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の

情
報
量
が
充
実
し
て
い
る
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会

員
は
、
検
索
結
果
の
上
位
に
表
示
さ

れ
る
よ
う
、
改
良
を
行
っ
た
。
ま

た
、
ド
メ
イ
ン
を
「nks.or.jp

」

に
変
更
し
、
団
体
と
し
て
の
信
用
性

を
向
上
さ
せ
た
。

業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

研
修
の
開
催

　
そ
し
て
１
月
21
日
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
設
立

一
年
間
の
活
動
の
集
大
成
と
な
る

「
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
研
修
」
を
オ
ン

ラ
イ
ン
で
実
施
し
、
約
１
０
０
名
の

会
員
の
方
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
受
講

し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
研
修
で

は
、
外
部
管
理
者
お
よ
び
外
部
監
事

の
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
「
業
務

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
概
略
説
明
、
Ｎ
Ｋ

Ｓ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
会
員
プ
ロ
フ
ィ

ー
ル
の
活
用
・
独
自
ド
メ
イ
ン
で
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
運
用
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
記
事
の
執

筆
に
よ
る
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
方
法
」
、
そ
し
て

利
益
相
反
取
引
等
に
つ
い
て
の
「
倫

理
研
修
」
を
行
っ
た
。
な
お
ア
ー
カ

イ
ブ
動
画
は
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
に
限
定

公
開
中
で
あ
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の

更
な
る
業
務
機
会
の

拡
大
を
目
指
し
て

　
今
年
２
０
２
６
年
は
、
区
分
所
有

法
等
改
正
の
施
行
を
４
月
に
控
え
た

重
要
な
年
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立

て
い
た
だ
く
。
一
例
と
し
て
、
日
管

連
の
「
管
理
組
合
損
害
補
償
金
給
付

制
度
」
で
は
、
出
納
会
計
支
払
業
務

は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
委
託
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
よ
る

外
部
管
理
者
方
式
等
の

シ
ス
テ
ム
標
準
化
へ

　
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
に
よ
る
外
部
管
理
者

方
式
等
に
係
る
実
務
に
お
け
る
職
業

倫
理
の
保
持
、
ま
た
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
に

対
す
る
信
用
及
び
品
位
を
高
め
る
目

的
で
、
２
０
２
５
年
７
月
31
日
に
、

「
Ｎ
Ｋ
Ｓ
入
会
時
倫
理
研
修
」
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
実
施
し
た
。
こ
の
研
修

は
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
以
外
の
日
管
連
の

認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
も
、
日

管
連
の
会
員
専
用
ペ
ー
ジ
に
て
ア
ー

カ
イ
ブ
が
配
信
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
業
務
委
託
契
約
書
等
の
雛

形
や
、
外
部
管
理
者
の
業
務
お
よ
び

外
部
監
事
の
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め

た
「
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し

た
。
な
お
雛
形
の
一
部
は
、
日
管
連

が
登
録
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
向
け
支

援
ツ
ー
ル
と
し
て
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
利
用

料
を
支
払
い
使
用
す
る
案
が
現
在
検

討
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

士
に
よ
る
外
部
管
理
者
方
式
等
の
シ

ス
テ
ム
標
準
化
へ
の
第
一
歩
を
踏
み

出
せ
た
こ
と
は
大
き
い
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　
Ｎ
Ｋ
Ｓ
第
２
期
を
迎
え
た
今
年
１

月
17
日
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
Ｎ
Ｋ

Ｓ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
正
式
公
開
し

る
。
さ
ら
に
後
述
の
よ
う
に
、
管
理

者
等
業
務
に
関
す
る
研
修
お
よ
び
監

督
制
度
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
よ
る

外
部
管
理
者
方
式
等
の

周
知
活
動

　
Ｎ
Ｋ
Ｓ
設
立
後
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
に
よ
る
外
部
管
理
者
方
式
等
の

周
知
の
た
め
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
役
員
は
全
国

の
自
治
体
や
管
理
会
社
等
へ
、
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
活
動
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｋ
Ｓ
役
員
が

登
壇
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
関
す

る
イ
ベ
ン
ト
や
セ
ミ
ナ
ー
は
、
お
陰

様
で
毎
回
好
評
を
博
し
て
い
る
。

　
活
動
の
結
果
、
各
所
か
ら
外
部
管

理
者
や
外
部
監
事
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
を
多
数
い
た
だ
き
、
業
務
委

託
契
約
を
締
結
し
、
業
務
を
開
始
し

た
物
件
も
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
管

理
組
合
か
ら
、
外
部
管
理
者
の
リ
プ

レ
ー
ス
に
関
す
る
ご
相
談
を
い
た
だ

き
、
リ
プ
レ
ー
ス
の
補
助
業
務
も
行

わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
そ
の
他
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
の
方
が
入

会
前
か
ら
行
っ
て
い
る
管
理
者
業
務

委
託
契
約
を
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

個
人
名
義
か
ら
Ｎ
Ｋ
Ｓ
を
契
約
の
主

体
に
変
更
（
実
務
は
同
じ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会

員
が
引
続
き
行
う
）
し
て
い
た
だ
い

た
物
件
も
あ
り
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
の
活
動
は

着
実
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
な
お
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
管
理

会
社
は
決
し
て
敵
対
す
る
も
の
で
は

な
く
、
協
力
し
合
う
関
係
に
あ
る
こ

と
を
、
こ
の
場
を
借
り
て
補
足
さ
せ

一
周
年
を
迎
え
た
。

　
会
員
資
格
は
、
日
管
連
の
登
録
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
か
つ
認
定
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
で
あ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
賠
償
責
任
保
険
に
加
入
し
て

い
る
こ
と
で
、
会
員
数
は
現
在
、
約

１
５
０
名
を
数
え
る
。

　
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
は
、

日
管
連
が
外
部
管
理
者
方
式
を
担
え

る
人
材
を
認
定
す
る
制
度
で
あ
る
。

ま
た
、
万
が
一
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
に
不
正
行
為
が
あ
っ
た
場
合
で

も
、
日
管
連
が
最
大
３
億
円
ま
で
管

理
組
合
に
対
し
補
償
す
る
「
管
理
組

合
損
害
補
償
金
給
付
制
度
」
の
利
用

が
可
能
な
資
格
で
も
あ
る
。

　
Ｎ
Ｋ
Ｓ
の
大
き
な
特
長
と
し
て
、

「
業
務
履
行
保
証
制
度
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
管
理
組
合
と
業
務
委
託
契

約
を
締
結
中
の
会
員
が
外
部
管
理
者

業
務
の
遂
行
が
困
難
に
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
業
務
委
託
契
約
書
に
記

載
の
Ｎ
Ｋ
Ｓ
の
別
の
会
員
（
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
）
が
代

わ
り
に
業
務
を
遂
行
す
る
制
度
で
あ

　
外
部
管
理
者
方
式
等
の
業
務
を
行

う
た
め
の
資
格
に
は
、
制
限
が
な

い
。
つ
ま
り
、
誰
で
も
外
部
管
理
者

等
に
就
任
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が

積
極
的
に
手
を
挙
げ
る
こ
と
が
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
士
制
度
の
本
旨
に
適

い
、
か
つ
管
理
組
合
の
利
益
擁
護
と

も
な
る
こ
と
か
ら
、
唯
一
の
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
会
の
全
国
組
織
で
あ
る

一
般
社
団
法
人
日
本
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
会
連
合
会
（
日
管
連
）
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
外
部
管
理
者
等

の
業
務
に
最
適
任
で
あ
る
と
考
え
て

き
た
。

　
そ
こ
で
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
よ

る
外
部
管
理
者
方
式
等
の
普
及
を
担

う
べ
く
、
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
研
修

等
で
「
外
部
管
理
者
方
式
等
に
関
す

る
幅
広
い
知
識
と
高
度
な
職
業
倫

理
」
を
持
つ
会
員
組
織
と
し
て
、
２

０
２
５
年
１
月
20
日
に
日
管
連
の
有

志
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
一
般
社
団
法

人
日
管
連
管
理
組
合
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
（
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
が
、
こ
の
度
設
立

マンション管理士の“眼”連 載

栃木県マンション管理士会　片栁 友男

片栁　友男（かたやなぎ・ともお）

一
般
社
団
法
人
日
管
連
管
理
組
合
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
設
立
一
周
年
と
今
後
の
展
開

ち
、
標
準
管
理
規
約
が
昨
年
２
０
２

５
年
10
月
17
日
に
改
正
さ
れ
た
。
管

理
組
合
に
と
っ
て
、
改
正
区
分
所
有

法
に
反
す
る
条
文
は
無
効
と
な
る
こ

と
か
ら
、
標
準
管
理
規
約
に
基
づ
く

管
理
規
約
改
正
等
の
対
応
が
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
様
の
ご
承

知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
Ｎ
Ｋ
Ｓ
で
は
、
日
管
連
で

は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
に
関
す
る
実
務
を
担
う
団
体

と
し
て
、
標
準
管
理
規
約
改
正
へ
の

対
応
支
援
を
開
始
す
る
こ
と
と
し

た
。

　
具
体
的
に
は
、
管
理
組
合
か
ら
Ｎ

Ｋ
Ｓ
が
管
理
規
約
改
正
業
務
を
受
託

し
た
後
に
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
が
主
担
当
の
Ｎ

Ｋ
Ｓ
会
員
に
業
務
の
再
委
託
を
行

い
、
そ
の
後
Ｎ
Ｋ
Ｓ
内
部
に
て
グ
ル

ー
プ
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
業
務

品
質
を
管
理
し
、
最
終
的
に
成
果
物

を
Ｎ
Ｋ
Ｓ
名
義
で
納
品
す
る
も
の
で

２０１１年マンション管理士登録。一般社
団法人日管連管理組合サポートセンタ
ー事務長、栃木県マンション管理士会
理事、まほろばマンション管理士事務
所代表。日本舞踊をもとにしたエクサ
サイズであるＮＯＳＳ（にほん・おどり
・スポーツ・サイエンス）公認インスト
ラクターの顔も持つ。

あ
る
。

　
Ｎ
Ｋ
Ｓ
が
主
体
と
な
り
管
理
規
約

改
正
業
務
を
団
体
受
託
す
る
こ
と

で
、
管
理
組
合
側
の
安
心
感
を
確
保

し
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
会
員
の
個
々
の
営
業
力

に
依
存
し
な
い
案
件
を
創
出
し
、
業

務
品
質
の
平
準
化
を
行
い
、
属
人
化

を
回
避
す
る
こ
と
で
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
の
ブ

ラ
ン
ド
価
値
の
向
上
も
目
指
し
て
い

く
。

　
管
理
規
約
改
正
業
務
へ
の
進
出
を

皮
切
り
に
、
Ｎ
Ｋ
Ｓ
は
今
後
、
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
士
に
よ
る
外
部
管
理
者

方
式
等
の
業
務
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

の
名
の
通
り
「
管
理
組
合
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
全
国
の

管
理
組
合
の
窓
口
と
な
り
、
ま
た
管

理
会
社
や
自
治
体
等
に
対
し
て
も
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
機
会
の

拡
大
を
展
開
す
る
会
員
組
織
と
し
て

活
動
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 NKS役員が全国のセミナーに登壇し、マンション管理士に

よる外部管理者方式等を周知


